
審査

交付決定

交付申請書

相談・見積もり

申請者 世田谷区

契約

完了届提出

詳細は５ページ「５．補助対象メニュー別
申請書類」をご確認ください。

受領

交付額決定

・請求書
・口座振込依頼書兼登録申請書

補助金の支払い

交付決定の前に契約・工事をした
場合は、補助の対象になりません。

契約後は、速やかに契約書の写しを提出してください。

施工工程・施工後の写真を必ず撮影してください。

施工工程・施工後の写真、使用した製品等が確認できる
もの、領収書の写し等を添付のうえ、ご提出ください。

提出（郵送可）

交付決定通知書
郵送

提出

提出

交付額決定通知書郵送

【支払手続】３週間程度

提出

世田谷区内に本店支店のある施工業者に
ご相談ください。※オ、キを除く

交付額決定まで３週間程かかります。
※申請が集中しますと、３週間以上
かかる場合があります。

・申請書は環境・エネルギー施策推進課窓口へ持参、もしくは郵送でご提出ください。
・郵送の場合、遅延・不着等の責任は負いかねますので、予めご了承下さい。

※既存住宅【ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ケ、コ】

３

４ 申請から交付までの流れ

申請のタイミングが契約・工事前の方

工事～工事完了

受領

審査

契約書の写し

受領


